
別紙２

都道府県名：

　目標を設定するに至った現状と課題

介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護
給付の適正化に関する取組の支援についての目標（令和６年度）に対する自己評価結果

岡山県

ア　取組の支援についての自己評価結果

　項目名

　介護予防の推進・生活支援の体制整備

　平均寿命の延伸により、長い高齢期を過ごす時代となり、心身ともに元気な状態でいられる
期間をできるだけ長く伸ばしていくこと、さらに、要介護状態となっても、可能な限り重度化
を防ぐこと、すなわち介護予防は、介護保険制度を維持する上で、最も重要な課題となってい
る。
　また、単身又は夫婦のみの高齢者世帯の増加により、見守り・安否確認、外出支援、買物・
調理・掃除等の家事、金銭管理、ごみ出し等の日常的な生活支援を必要とする高齢者が増加し
ている。
　このため、地域住民やサービス事業者等に対して、介護予防や自立支援に関する理解を促し
ながら、地域ぐるみで介護予防に取り組む環境をつくるとともに、全国一律の介護保険サービ
スでは対応しきれない高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するため、地域の実情に応じたき
め細かい柔軟なサービスの提供が求められている。

　取組の実施内容、実績

・地域支援事業の推進
　　県に設置した専門職（保健師等４人）で構成する市町村サポートチームによる市町村の支
　援等を実施（市町村派遣74回、研修60人）
　　市町村が進める高齢者の自立促進・介護予防・重度化防止の取組、生活支援等の担い手育
　成、地域ケア個別会議の支援等を実施
・通いの場の普及
　　週１回以上、住民運営で体操を行う通いの場を普及するため、市町村への専門家派遣等を
　実施
・住民互助による通所付添活動の普及
　　住民互助による付添活動を立ち上げようとする市町村の支援等を実施（通所付添サポータ
　ーの養成33人、事業実施：継続10市町村）
・高齢者の保健活動と介護予防の一体的実施
　　高齢者の保健活動と介護予防の一体的実施を目指し、後期高齢者医療広域連合や市町村等
　と連携し、好事例の横展開などの支援を実施（事業実施：新規7市町＋継続12市町村）
・リハビリテーション専門職による市町村支援の促進
　　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の合同組織への委託による市町村の求めに応じた派
　遣等を実施（17市町村へ延べ353人派遣、スタートアップ研修39人）
・生活支援コーディネーターの育成
　　生活支援コーディネーターの研修等を実施（研修94人）

　自己評価

　目標が達成できていない指標もあるが、計画に記載した取組は概ね実施できている。
・他職種協働による地域ケア個別会議を定期開催している市町村数
                                  　　　　R4：17市町村→ R6：26市町村（目標27市町村）
・地域ケア個別会議に係る研修修了者数　　　R4：825人 　→ R6：952人 　（目標 1,025人）
・通いの場の参加率　　　　　　　　　　　　R3：6.1％ 　→ R5：6.7％ 　（目標   8.0％）
・市町村を支援することができるリハビリテーション専門職数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R4：771人 　→ R6：867人 　（目標   970人）
・生活支援コーディネーター等研修修了者　　R4：247人　 → R6：402人 　（目標 　450人）
・通所付添サポーターの養成数　　　　　　　R4：520人 　→ R6：643人 　（目標   720人）
・住民互助による通所付添活動の実施団体数　R4：22団体　→ R6：24団体　（目標  30団体）



ウ　まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策）

　新型コロナウイルス感染症の影響からの回復度合いは保険者ごとにばらつきがあるが、計画
に記載した取組は概ね実施できている。
　引き続き、市町村サポートチーム等による、地域包括支援センターの機能強化、地域ケア会
議の推進及び担い手養成等を行う。
　また、目標値の達成に向けて、実施に課題がある取組や実施内容の更なる充実に課題がある
取組に関する支援について検討する必要があり、地域の実情に応じたきめ細やかで柔軟なサー
ビスの提供を促進するため、引き続き、人材の養成や多様な担い手の参画等を図る必要があ
る。

　コロナ禍で縮小・休止・中止していた通いの場、研修、ボランティア活動等はコロナ前の状
況に戻っている保険者が多くなり、目標を達成している取組もみられている。
　目標（値）を達成している取組においても、継続や更なる拡大に向けて、担い手不足や参加
者減少等の課題があるものがみられ、地域の実情に応じた働きかけや広報、実施内容の充実や
見直し等について引き続き検討する必要がある。

イ　管内保険者の自己評価結果の概要
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　項目名

　介護給付の適正化

　目標指標については、概ね達成している市町村が多い。
　要介護認定の適正化は、全件を点検する市町村がある一方で、職員の資質向上等の課題があ
る市町村もある。
　ケアプランの点検は、取組が定着しつつあるが、職員の育成、実施数の増、点検内容の向
上、ケアプランの質的向上への活用等の課題がある。
　縦覧点検・医療情報との突合は、積極的な取り組みがある一方で、実施に消極的な市町村も
あり、市町村ごとのバラツキが見られる。

ウ　まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策）

　目標値には達していないが、岡山県国民健康保険団体連合会や外部専門家等と連携しなが
ら、市町村職員を対象とした適正化事業に必要な着眼点等を学ぶ研修会や介護給付適正化シス
テムの活用方法を学ぶ研修会等を行うなど、引き続き、市町村が行う介護給付適正化の取組を
支援する。

　後期高齢者の増加に伴い、今後も介護サービスの利用者の増加が見込まれる中で、利用者が
真に必要とする過不足のないサービスの提供と限られた資源・財源の適切で効率的な活用との
両立が求められている。
　このため、県は、介護報酬支払の審査業務を担う岡山県国民健康保険団体連合会と連携しな
がら、市町村（保険者）における保険給付が適正に行われ、制度が安定的に運営できるよう、
市町村の介護給付適正化の取組を支援する。

　取組の実施内容、実績

・市町村職員の知識、技術の習得支援
・適正化主要３事業の推進
　①要介護認定の適正化　②ケアプランの点検　③縦覧点検・医療情報との突合
・ケアプラン点検の効率的・効果的実施方法の普及
　研修による市町村の取組の支援等
　介護認定審査会委員等の研修（延べ612人参加）
　ケアプラン点検技術等の研修（延べ66人参加）
　ケアプラン点検アドバイザーの派遣（11市町村へ）　等

　自己評価

　適正化主要３事業の全実施及びケアプラン点検アドバイザー派遣については、目標値を高め
た影響により目標達成に至っていない。市町村の業務体制や実施意向を確認した上で、目標達
成に向け市町村支援を継続する。
・適正化主要３事業全てを実施している市町村数　R4：26市町村 →R6：24市町村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標：令和８年度末　27市町村）
・ケアプラン点検アドバイザーを派遣する市町村　R4：13市町村 →R6：11市町村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標：令和８年度末　18市町村）

イ　管内保険者の自己評価結果の概要


